
第２２期第１６回筑前海区漁業調整委員会次第

１ 日 時 令和５年４月１８日（火） 公聴会終了後～

２ 場 所 福岡県水産会館５階 大研修室

３ 議 題

（１）筑前海区における共同漁業、区画漁業及び定置漁業の漁場計画について

（答申） 資料１

（２）福岡県漁業調整規則の一部改正について（諮問）

資料２

（３）令和５年上期土石採取計画変更について（協議）

資料３

（４）潜水器漁業の新規着業について（協議）

資料４

（５）第２２期第３回響灘連合海区漁業調整委員会について（報告）

資料５

（６）第２２期第２回福岡県連合海区漁業調整委員会について（報告）

資料６

（７）第４２回日本海・九州西広域漁業調整委員会について（報告）

資料７

（８)その他



           
                     
 

             
 
 
 

筑前海区漁場計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月 

福岡県農林水産部水産局漁業管理課 

 

 

資   料   １ 
（22期16回筑前漁調委） 
（令和５年４月 18 日） 





漁業の名称及び件数 

（１）共同漁業権 

 第１種共同漁業権     ２１件 

 第２種共同漁業権     ２１件 

  第３種共同漁業権     １０件  

項目 内容 

免許（公示）番号 別紙一覧表①のとおり 

免許の内容たるべき事項  

 

 

 

漁業種類、漁業の名称 

及び漁業時期等 

別紙一覧表①のとおり 

 

漁場の位置等 別紙図面のとおり（筑共第12号漁場内で除外区域を追

加した以外は従前通り。） 

関係地区 別紙一覧表①のとおり 

存続期間 令和５年９月１日から令和１５年８月３１日まで 

免許予定日 令和５年９月１日 

 

（２）区画漁業権 

 第１種区画漁業 

のり養殖業     ４件   わかめ養殖業  １３件 

魚類養殖業     ４件   かき養殖業        １４件 

  わかめ・あかもく養殖業   １件    あわび養殖業    １件 

  ふともずく養殖業   ２件   わかめ・ふともずく養殖業  １件 

  こんぶ養殖業   １件   真珠母貝養殖業   ７件 

  真珠養殖業    １件   かき・魚類養殖業   ３件 

  かき・わかめ養殖業   １件   あかもく養殖業   ３件 

  うに養殖業    １件 

 

項目 内容 

免許（公示）番号 別紙一覧表②のとおり 

免許の内容たるべき事項  

 

 

 

漁業種類、漁業の名称 

及び漁業時期等 

別紙一覧表②のとおり 

 

漁場の位置等 別紙図面のとおり 

関係地区 免許予定漁業協同組合等の地区とする 

存続期間 令和５年９月１日から令和１０年８月３１日まで 

免許予定日 令和５年９月１日 
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（３）定置漁業権 

  定置漁業権     ２件 

項目 内容 

免許（公示）番号 筑定第１号及び筑定第２号 

免許の内容たるべき事項  

 

 

 

漁業種類、漁業の名称 

及び漁業時期等 

雑魚定置網漁業 

１月１日から１２月３１日まで 

漁場の位置等 別紙図面のとおり 

関係地区 福岡市小呂島 

存続期間 令和５年９月１日から令和１０年８月３１日まで 

免許予定日 令和５年９月１日 
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免許日（見込）：令和５年８月末　存続期間（見込）：令和５年９月１日から令和１５年８月３１日まで
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漁業種類（次期）（案）
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漁業権者（漁業協同組合、支所）

１ 号 糸島（野北を除く） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２ 号 糸島（野北を除く） × ○ × × ○ ○ ○ 〇 × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ 〇 〇 × × × × × × × × 〇 ○ × ○

３ 号 糸島（野北）、福岡市（西浦、唐泊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ × ○ ○ ○ × ○ × × × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４ 号 糸島（野北） × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × × × × × ○ × ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ ○ × ○

５ 号 福岡市（西浦） × ○ × × ○ ○ ○ × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × ○ ○ × ○

６ 号 福岡市（玄界島） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × × × × × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

７ 号 福岡市（小呂島） × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ × × × × × × × × × × ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × ○ ○ ○

８ 号 福岡市（能古、姪浜、伊崎、箱崎、奈多、志賀島） ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × × × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

９ 号 福岡市（奈多、志賀島、弘）、新宮相島 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × × × × × ○ × ○ ○ × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１０ 号 新宮相島（相島） × ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ ○

１１ 号 福岡市（奈多、志賀島、弘）、新宮相島、宗像（津屋崎） × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○

１２ 号 宗像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ × × × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１３ 号 宗像 × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○

１４ 号 遠賀、ひびき灘（岩屋） ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ × 〇 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○

１５ 号 遠賀（波津） × ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × ○ 〇 〇 ○

１６ 号 ひびき灘（脇田）、北九州市（脇之浦、若松） × ◎ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × × ○ 〇 〇 ○

１７ 号 ひびき灘（脇田）、北九州市（脇之浦） × ◎ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × × ○ ○ ○ ○

１８ 号 ひびき灘（藍島）、北九州市（平松、長浜、馬島、大里、旧門司） ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × × × × × × × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ ○

１９ 号 ひびき灘（藍島）、北九州市（平松、長浜、馬島、大里、旧門司） ○ ◎ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × × ○ ○ ○ ○

２０ 号 ひびき灘（脇田、藍島）、北九州市 × ◎ × ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○

２１ 号 北九州市（脇之浦、若松） × ◎ × × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × × × × ○ × ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○
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日

か
ら

１
２

月
３

１
日

○

雑

魚

小

型

定

置

網

（
枡

網

、
落

網

、
大

謀

網

含

む

）
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免許番号 関係地区 現在の漁業権者 漁場の位置

（筑共） 漁業協同組合（支所）

101 ○ 象瀬頂上から真方位298°33′、250ｍの点を中心とした半径100ｍ以内の区域

102 ○ 象瀬頂上から真方位4°48′、880ｍの点を中心とした半径100ｍ以内の区域

103 ○ 弘漁港北防波堤に設置した標柱から真方位297°17′、820ｍの点を中心とした半径100ｍ以内の区域

104 ○ 弘漁港北防波堤に設置した標柱から真方位303°、1220ｍの点を中心とした半径100ｍ以内の区域

105 ○ 玄界島灯台より真方位42.3°、875ｍの点を中心とした半径100ｍ以内の区域

106 ○ 玄界島灯台より真方位298°、1700ｍの点を中心とした半径100ｍ以内の区域

107 ○ 玄界島灯台より真方位304°、2175ｍの点を中心とした半径100ｍ以内の区域

108 ○ 志賀島漁港北防波堤灯台より真方位50°、7825ｍの点を中心とした半径100ｍ以内の区域

109 ○ 志賀島漁港北防波堤灯台より真方位55°、8150ｍの点を中心とした半径100ｍ以内の区域

110 ○ 志賀島漁港北防波堤灯台より真方位56°、8325ｍの点を中心とした半径100ｍ以内の区域

第３種共同漁業権（つきいそ漁業）

福岡市東区大字勝馬
及び同字弘

福岡市西区能古 福岡市（能古）

福岡市（弘）

福岡市西区玄界島 福岡市（玄界島）

福岡市東区奈多 福岡市（奈多）

漁業時期
１／１～１２／３１
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区画漁業権（漁業種類：第１種区画漁業権）の内容 別紙一覧表②

免許番号（筑区）
団体・
個別

類似・
新規

漁業の名称 漁業時期 漁場の位置
漁業権者

漁業協同組合（支所）
備考

1号 団体 類似 のり養殖業 9/1-4/30 糸島市加布里地先 糸島（加布里）

2号 団体 類似 のり養殖業 10/1-3/31 福岡市西区姪浜小戸地先 福岡市（姪浜）

3号 団体 類似 のり養殖業 10/1-3/31 福岡市西区室見川沖 福岡市（姪浜）

4号 団体 新規 のり養殖業 10/1-3/31 糸島市加布里漁港西側 糸島（加布里） 新規漁業権

101号 団体 類似 わかめ養殖業 10/1-5/31 糸島市二丈鹿家地先 糸島（福吉）

102号 団体 類似 わかめ養殖業 10/1-5/31 糸島市二丈片山大崎内 糸島（深江）

103号 団体 類似 わかめ養殖業 10/1-5/31 糸島市二丈片山大崎南 糸島（深江）

104号 団体 類似 わかめ養殖業 10/1-5/31 福岡市東区志賀島地先 福岡市（志賀島）

105号 団体 類似 わかめ養殖業 10/1-5/31 福岡市東区志賀島地先 福岡市（志賀島）

106号 団体 類似 わかめ養殖業 10/1-5/31 福岡市東区弘地先 福岡市（弘）

107号 団体 類似 わかめ養殖業 10/1-5/31 福岡市東区勝馬地先 福岡市（弘）

108号 団体 類似 わかめ養殖業 10/1-5/31 福岡市東区志賀島地先 福岡市（志賀島）

 109号  団体  類似  わかめ養殖業 10/1-5/31  福津市津屋崎新川地先  宗像（津屋崎） かき・わかめ養殖に移行

 110号  団体  類似  わかめ養殖業 10/1-5/31  北九州市小倉北区馬島地先  北九州市（馬島） 削除

 111号  団体  類似  わかめ養殖業 10/1-5/31  北九州市小倉北区馬島地先  北九州市（馬島） 削除

 112号109号 団体 類似 わかめ養殖業 10/1-5/31 北九州市門司区大里地先 北九州市（大里）

 113号110号 団体 類似 わかめ養殖業 10/1-5/31 福岡市東区箱崎地先 福岡市（箱崎）

 114号111号 団体 類似 わかめ養殖業 10/1-5/31 糸島市二丈吉井地先 糸島（福吉）

 115号112号 団体 類似 わかめ養殖業 10/1-5/31 糸島市志摩岐志地先 糸島（岐志）

113号 団体 新規 わかめ養殖業 10/1-5/31 糸島市二丈片山大崎地先 糸島（深江） 新規漁業権
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区画漁業権（漁業種類：第１種区画漁業権）の内容 別紙一覧表②

免許番号（筑区）
団体・
個別

類似・
新規

漁業の名称 漁業時期 漁場の位置
漁業権者

漁業協同組合（支所）
備考

 201号  団体  〃  小割式魚類養殖業 1/1-12/31  糸島市志摩船越地先  糸島（船越） かき・魚類養殖に移行

 202号201号 団体 類似 小割式魚類養殖業 1/1-12/31 宗像市大島避難港南 宗像（大島）

 203号202号 団体 類似 小割式魚類養殖業 1/1-12/31 宗像市鐘崎地先 宗像（鐘崎）

 204号203号 団体 類似 小割式魚類養殖業 1/1-12/31 宗像市大島地先 宗像（大島）

 205号204号 団体 類似 小割式魚類養殖業 1/1-12/31 糸島市姫島地先 糸島（姫島）

301号 団体 類似 かき養殖業 1/1-12/31 糸島市二丈松末地先 糸島（加布里）

302号 団体 類似 かき養殖業 1/1-12/31 糸島市志摩船越地先 糸島（船越）

303号 団体 類似 かき養殖業 1/1-12/31 糸島市志摩岐志地先 糸島（岐志）

304号 団体 類似 かき養殖業 1/1-12/31 糸島市志摩野北地先 糸島（野北）

305号 団体 類似 かき養殖業 1/1-12/31 糸島市志摩船越地先 糸島（船越）

306号 団体 類似 かき養殖業 1/1-12/31 糸島市志摩岐志地先 糸島（岐志）

307号 団体 類似 かき養殖業 1/1-12/31 福岡市西区能古地先 福岡市（能古）

308号 団体 類似 かき養殖業 1/1-12/31 福岡市東区志賀島地先 福岡市（志賀島）

309号 団体 類似 かき養殖業 1/1-12/31 北九州市若松区大字小竹地先 北九州市（脇之浦）

310号 団体 類似 かき養殖業 1/1-12/31 福津市津屋崎地先 宗像（津屋崎）

311号 個別 類似 かき養殖業 1/1-12/31 福岡市西区宮浦地先 福岡市（唐泊）

312号 個別 類似 かき養殖業 1/1-12/31 福岡市西区宮浦地先 福岡市（唐泊）

313号 団体 類似 かき養殖業 1/1-12/31 糸島市二丈深江地先 糸島（深江）

314号 団体 類似 かき養殖業 1/1-12/31 北九州市若松区大字小竹地先 北九州市（脇之浦）

401号 団体 類似 わかめ・あかもく養殖業 10/1-6/30 宗像市大島避難港南 宗像（大島） 漁業時期変更
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区画漁業権（漁業種類：第１種区画漁業権）の内容 別紙一覧表②

免許番号（筑区）
団体・
個別

類似・
新規

漁業の名称 漁業時期 漁場の位置
漁業権者

漁業協同組合（支所）
備考

501号 団体 類似 あわび養殖業 1/1-12/31 福岡市西区玄界島地先 福岡市（玄界島）

601号 団体 類似 ふともずく養殖業 12/1-6/15 宗像市地島地先 宗像（地島）

602号 団体 類似 ふともずく養殖業 12/1-6/15 宗像市地島地先 宗像（地島）

701号 団体 類似 わかめふともずく養殖業 10/1-6/15 糸島市志摩芥屋地先 糸島（芥屋）

801号 団体 類似 こんぶ養殖業 10/1-5/31 糸島市志摩芥屋地先 糸島（芥屋）

901号 団体 類似 真珠母貝養殖業 1/1-12/31 糟屋郡新宮町相島地先 新宮相島（相島）

902号 団体 類似 真珠母貝養殖業 1/1-12/31 糟屋郡新宮町相島地先 新宮相島（相島）

903号 団体 類似 真珠母貝養殖業 1/1-12/31 糟屋郡新宮町相島地先 新宮相島（相島）

904号 団体 類似 真珠母貝養殖業 1/1-12/31 糟屋郡新宮町相島地先 新宮相島（相島）

905号 団体 類似 真珠母貝養殖業 1/1-12/31 糟屋郡新宮町相島地先 新宮相島（相島）

906号 団体 類似 真珠母貝養殖業 1/1-12/31 糟屋郡新宮町相島地先 新宮相島（相島）

907号 団体 類似 真珠母貝養殖業 1/1-12/31 糟屋郡新宮町相島地先 新宮相島（相島）

1001号 団体 新規 真珠養殖業 1/1-12/31 糟屋郡新宮町相島地先 新宮相島（相島）

1101号 団体 類似 かき・魚類養殖業 1/1-12/31 宗像市鐘崎地先 宗像（鐘崎）

1102号 団体 類似 かき・魚類養殖業 1/1-12/31 宗像市地島豊岡地先 宗像（地島）

1103号 団体 類似 かき・魚類養殖業 1/1-12/31 糸島市二丈吉井地先 糸島（福吉）

1104号 団体 類似 かき・魚類養殖業 1/1-12/31 糸島市志摩船越地先 糸島（船越） 旧筑区201号

1201号 団体 類似 かき・わかめ養殖業 1/1-12/31 福津市津屋崎新川地先 宗像（津屋崎） 旧筑区109号

1301号 団体 新規 あかもく養殖業 10/1-6/30 糸島市二丈吉井地先 糸島（福吉） 新規漁業権

1302号 団体 新規 あかもく養殖業 10/1-6/30 糸島市二丈鹿家地先 糸島（福吉） 新規漁業権
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区画漁業権（漁業種類：第１種区画漁業権）の内容 別紙一覧表②

免許番号（筑区）
団体・
個別

類似・
新規

漁業の名称 漁業時期 漁場の位置
漁業権者

漁業協同組合（支所）
備考

1303号 団体 新規 あかもく養殖業 10/1-6/30 糸島市志摩野北地先 糸島（野北） 新規漁業権

1401号 団体 新規 うに養殖業 1/1-12/31 糸島市二丈福井地先 糸島（福吉） 新規漁業権
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イ 免許予定日 令和５年９月１日
ウ 漁業権の存続期間　　　令和５年９月１日から令和１０年８月３１日まで
エ 申請期間 令和５年６月１４日から令和５年７月１４日まで

筑
定
第
２
号

定
置
漁
業

雑魚定置漁業 １月１日から１２
月３１日まで

福岡市小呂島
地先

次の(イ)　、(ロ)　、(ハ)　、(ニ)　、及び(イ)　 を順次に結んだ直線に
よって囲まれた区域
基点第７号　小呂島港西防波堤灯台
（イ）基点第７号から真方位22度06分　957メートルの点

 （ロ）基点第７号から真方位49度50分　1,869メートルの点
（ハ）基点第７号から真方位81度57分　1,452メートルの点

 （ニ）基点第７号から真方位36度51分　607メートルの点

なし 福岡市西区小呂
島

個
別
漁
業
権

新
規
漁
業
権

福岡市西区小呂
島

個
別
漁
業
権

新
規
漁
業
権

漁場の区域 条件

次の(イ)　、(ロ)　、(ハ)　、(ニ)　、(ホ)　、及び(イ)　 を順次に結んだ直
線によって囲まれた区域
基点第７号　小呂島港西防波堤灯台
（イ）基点第７号から真方位302度26分　1,444メートルの点

 （ロ）基点第７号から真方位344度08分　809メートルの点
（ハ）基点第７号から真方位313度11分　426メートルの点

 （ニ）基点第７号から真方位282度24分　145メートルの点
（ホ）基点第７号から真方位220度44分　1,068メートルの点

なし筑
定
第
１
号

定
置
漁
業

雑魚定置漁業 １月１日から１２
月３１日まで

福岡市小呂島
地先

（３）　定置漁業権
　　ア　公示番号及び免許の内容となるべき事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方位は真方位を示す。

公
示
番
号

免許の内容となるべき事項

関係地区

個別
又は
団体
漁業
権の
別

類似
又は
新規
漁業
権の
別

漁
業
種
類

漁業の名称 漁業の時期 漁場の位置
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資　　料　　２
（２２期１６回筑前漁調委）

（令和５年４月１８日）



福 岡 県 漁 業 調 整 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 制 定 し 、 こ こ に 公 布

す る 。  

令 和 〇 年 〇 月 〇 日 

                福 岡 県 知 事  服 部 誠 太 郎   

福 岡 県 規 則 第 〇 号 

福 岡 県 漁 業 調 整 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

福 岡 県 漁 業 調 整 規 則 （ 令 和 二 年 福 岡 県 規 則 第 六 十 二 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 四 条 第 一 項 中 「 第 一 号 、 第 八 号 、 第 十 号 、 第 十 七 号 、 第 十 八 号

及 び 第 二 十 一 号 」 を 「 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 、 第 十 号 、 第 十 二 号 、

第 十 九 号 、 第 二 十 号 及 び 第 二 十 三 号 」 に 改 め 、 第 二 十 三 号 を 第 二 十

五 号 と し 、 第 十 五 号 か ら 第 二 十 二 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項

第 十 四 号 中 「 第 六 号 」 を 「 第 八 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 六 号 と

し 、 同 項 第 十 三 号 中 「 限 る 」 を 「 限 る 。 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十

五 号 と し 、 同 項 中 第 十 二 号 を 第 十 四 号 と し 、 第 十 一 号 を 第 十 三 号 と

し 、 同 項 第 十 号 中 「 第 十 二 号 」 を 「 第 十 四 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項

第 十 二 号 と し 、 同 項 中 第 九 号 を 第 十 一 号 と し 、 第 八 号 を 第 十 号 と し

、 同 項 第 七 号 中 「 第 九 号 」 を 「 第 十 一 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 九

号 と し 、 同 項 中 第 六 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 五 号 ま で を 二 号

ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。 

二 あ わ び 漁 業 海 面 に お い て あ わ び を と る こ と を 目 的 と す る 漁 

業 （ 第 二 十 一 号 に 掲 げ る 潜 水 器 漁 業 を 除 く 。 ） 

三 な ま こ 漁 業 海 面 に お い て な ま こ を と る こ と を 目 的 と す る 漁 業

（ 小 型 機 船 底 び き 網 漁 業 及 び 第 二 十 一 号 に 掲 げ る 潜 水 器 漁 業 を 除

く 。 ） 
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 第 四 条 第 二 項 及 び 第 八 条 第 一 項 中 「 第 二 号 か ら 第 十 九 号 」 を 「 第

四 号 か ら 第 二 十 一 号 」 に 改 め る 。 

第 十 五 条 第 一 項 第 一 号 中 「 第 二 十 三 号 」 を 「 第 二 十 五 号 」 に 改 め

る 。 

第 二 十 一 条 第 一 項 の 表 中 「 お ち の り 網 漁 業 」 を 「 あ わ び 漁 業 、 な

ま こ 漁 業 、 お ち の り 網 漁 業 」 に 改 め る 。 

第 三 十 八 条 第 一 項 の 表 中 第 十 二 号 を 削 り 、 第 十 三 号 を 第 十 二 号 と

し 、 第 十 四 号 か ら 第 二 十 二 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 第 二 十 三 号

を 削 り 、 第 二 十 四 号 を 第 二 十 二 号 と し 、 第 二 十 五 号 か ら 第 三 十 八 号

ま で を 二 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 条 第 二 項 中 「 第 二 十 四 号 か ら 第 三 十 八

号 」 を 「 第 二 十 二 号 か ら 第 三 十 六 号 」 に 改 め る 。  

附 則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 三 十 八 条 の 改 正

規 定 は 、 令 和 五 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 
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福岡県漁業調整規則改正理由及び改正内容 

漁業管理課 
 
【改正理由】 

１ 知事許可漁業（あわび漁業及びなまこ漁業）の追加（規則第４条、第８条、第 15 条、

第 21 条）関係 

 福岡県の海面において、漁業権が設定されていない海面において、特定水産動植物である

あわび及びなまこを採捕する漁業を営むことができるよう、知事許可漁業としてあわび漁

業及びなまこ漁業を規定するもの。 
 
２ 特定水産動植物（あわび、なまこ）の採捕禁止規定の整理（規則第 38条関係） 

 漁業法などの一部を改正する等の法律（平成 30 年法律第 95 号。以下「改正漁業法」と

いう。）の施行により、組合員行使権や漁業の許可等に基づく場合を除いてあわび及びなま

この採捕は禁止された。これに伴い、福岡県漁業調整規則（以下「規則」という。）におい

て定められたあわび及びなまこの採捕禁止期間は、実質的に漁業者のみにかかる規定とな

ったが、漁業者に対する規制については、漁業権の免許内容や許可の条件等で規制すること

が望ましいため、令和５年９月１日に予定されている漁業権の一斉切り替えにあわせて、あ

わび及びなまこの採捕禁止期間については、規則から削除し、漁業権の免許内容等により規

制する形に改めるもの。 
 
【改正内容】 

１ 知事許可漁業（あわび漁業及びなまこ漁業）の追加（規則第４条） 

（１）趣旨及び必要性 

・令和２年 12 月１日に改正漁業法が施行されたことにより、漁業法第 132 条第１項に

おいて、特定水産動植物に、あわび及びなまこ等が指定され、これらの採捕は漁業権

や漁業の許可等に基づく場合を除き、禁止。 
・法改正後、一部の漁業者から、港湾整備等に伴って漁業権が放棄された区域（以下、

「放棄区域」という。資料１～７）での、あわび及びなまこの採捕について質問があ

ったが、県は漁業権に基づかない同魚種の採捕は違反である旨を指導。 
・令和４年４月以降、漁業権の切替にむけた行使の確認を行った際、同様の意見が各所

でなされ、その都度指導したが、確認を進めるにつれて、法改正以前は半ば自由漁業

として行われていた実態が明らかとなり、県としても、除外区域でのあわび及びなま

この有効利用を図るためはあわび漁業及びなまこ漁業の知事許可漁業の創設を検討。 
・本県は筑前海区、有明海区及び豊前海区を有し、それぞれに放棄区域が存在し、特に

筑前海区の放棄区域ではあわび及びなまこ資源が定着していることを確認（資料８）。 
・放棄区域では、令和２年の改正漁業法施行前まで、あわび、なまこを採捕する海士（海
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女・あま）部会の自主規制として休漁期間や体長制限等を設け［資料９］、漁業権漁

場だけでなく放棄区域においてもこれら自主規制を遵守。なお、この間、港湾管理者

とのトラブルの情報はない。 
・このため、改正漁業法施行前の漁業実態に即するよう、あわび漁業及びなまこ漁業を

新たに許可漁業の対象として規定し、従来の漁法である素潜りや磯見に限定したう

えで水産資源の有効活用に努めるもの。 
・許可の制限措置としては、漁法は、素潜りや磯見に限定し、漁業時期は漁業権免許上

で規定した期間とし、操業区域は放棄区域のうち、港湾管理者との協議が整った区域

に限ることを検討中。 
（２）漁業調整上の支障 

・令和４年 12 月６日に隣県の佐賀県、山口県、大分県及び熊本県に規則改正の趣旨を

説明し、各県了承。 
（３）水産資源の保護培養上の支障 

・福岡県のあわびは主に徒手採捕によって採捕されており、その漁獲量は平成 23 年か

ら令和２年の 10 年間で 38 トンから 65 トンの範囲内で推移［資料 10］。 
・なまこは主に小型機船底びき網及び潜水器漁業によって採捕されており、令和元年以

降の農林統計で約 140 トン前後で推移。［資料 10］。 
・あわび、なまこを採捕する海士（海女）部会において、休漁などの自主規制を設けて

資源保護に取り組むとのことであるため、引き続き水産資源の保護培養を図ること

が可能。 
 

２ 許可又は起業の認可の申請に関する漁業の種類（規則第８条関係） 

・あわび漁業及びなまこ漁業は必ずしも船舶を使用するとは限らず、また、漁法である磯

見や素潜りは船舶の性能により漁獲能力が左右されないことから、対人・対船許可では

なく、対人許可と規定。 
 

３ 許可の有効期間（規則第 15 条関係） 

・あわび漁業及びなまこ漁業の漁法は素潜りや磯見。 
・その発達の程度は今後大きく変動しないことや漁業調整上の問題も少ないことを勘案

し、安定的な許可制度の運用や中長期的な経営を見据え、漁業生産力の発展につながる

ようにするため、許可の有効期間は５年。 
 

４ 資源管理の状況等の報告（規則第 21 条関係） 

・あわび漁業及びなまこ漁業は、中型まき網漁業や小型機船底びき網漁業のように漁獲効

率が高く資源に与える影響が大きい漁業種類ではないため、漁業者への負担を抑える

ために、表中の「毎年の漁業時期終了の翌月末日まで」とする。 
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５ 特定水産動植物（あわび、なまこ）の採捕禁止規定の整理（第 38 条関係） 

・あわび、なまこの体長制限並びに禁止期間については、規則制定当初から規定されるが、

残存する資料では規定した明確な理由は不明。 
・しかしながら、11 月から 12 月は九州北部沿岸域におけるあわび類の産卵期、４月から

９月はなまこ類の産卵期及び夏眠期に該当するため、あわび類及びなまこ類の保護培

養を図ることが目的と推察。（資料 11、12） 
・改正漁業法の施行前は、漁業権の設定されていない海面での遊漁者によるあわび・なま

こを制限するため、規則にて採捕禁止期間を規定。 
・改正漁業法施行後、漁業法第 132 条の規定によりあわびやなまこ等が特定水産動植物

に指定されたため、遊漁者等に対する制限を規則において規定する必要性なし。 
・また、漁業者による採捕も、漁業権や漁業許可に基づくものに限定されたことから、漁

漁業権の免許内容や許可制限措置等によって規定する方向で検討中。 
・ついては、あわび、なまこの採捕禁止期間（あわび：11 月１日から 12 月 20 日まで、

なまこ：４月１日から９月 30 日まで）については、令和５年９月１日に予定されてい

る漁業権の一斉切替に併せて規則の規定から除外。両魚種の採捕時期は漁業権の漁業

の時期及び漁業許可の漁業時期にて制限する予定。 
（１）漁業調整上の支障 

・令和４年 12 月６日に隣県の佐賀県、山口県、大分県及び熊本県に規則改正の趣旨を

説明し、各県了承。 
（２）水産資源の保護培養上の支障 

・本改正は規則上の採捕禁止期間を一部削除するものの、漁業権の免許内容や漁業許可

の条件等で同様の規制を設けるため、水産資源保護培養上の支障なし。 
 
６ 所要の規定の見直し 

・第４条第１項第 15 号括弧書き中の「限る」について、他の条文と平仄を合わせる観点

から、句点を付して「限る。」に改める。 
 
７ 施行期日 

（１）知事許可漁業（あわび漁業及びなまこ漁業）の追加（規則第４条、第８条、第 15条

第 21条）関係 

・本改正は、漁業権に基づかないあわび、なまこの採捕を知事許可で対応しようとする

ものであり、申請期間等の公示を速やかに行う必要があるため、公布日から施行する。 
（２）特定水産動植物（あわび、なまこ）の採捕禁止規定の整理（第 38 条関係） 

・本改正にあたっては、漁業権の切替えにあわせた対応が必要となるため、切替え後の

漁業権の免許予定日である令和５年９月１日から施行することとする。  
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〇 

福
岡
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
二
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
二
号
） 

新
旧
対
照
表 

改 

正 

案 

現 

行 
（
知
事
に
よ
る
漁
業
の
許
可
） 

第
四
条 
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
漁
業
の

ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
漁
業
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
十
号
、
第

十
二
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
号
及
び
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
漁
業
に

あ
っ
て
は
、
組
合
員
行
使
権
者
が
営
む
当
該
組
合
員
行
使
権
の
内
容
た

る
当
該
漁
業
を
除
く
。
）
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

 

 

二 

あ
わ
び
漁
業 

海
面
に
お
い
て
あ
わ
び
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
（
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
潜
水
器
漁
業
を
除
く
。
） 

 

三 

な
ま
こ
漁
業 

海
面
に
お
い
て
な
ま
こ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
（
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
及
び
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る

潜
水
器
漁
業
を
除
く
。
） 

四
～
八 

（
略
） 

九 

刺
し
網
漁
業 

海
面
に
お
い
て
刺
し
網
に
よ
り
行
う
漁
業
（
次
号

に
掲
げ
る
固
定
式
刺
し
網
漁
業
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
げ
ん
し

き
網
漁
業
を
除
く
。
） 

十
～
十
一 

（
略
） 

十
二 

敷
網
漁
業 

海
面
に
お
い
て
敷
網
に
よ
り
行
う
漁
業
（
第
十
四

（
知
事
に
よ
る
漁
業
の
許
可
） 

第
四
条 

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
漁
業
の

ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
漁
業
（
第
一
号
、
第
八
号
、
第
十
号
、
第
十
七
号

、
第
十
八
号
及
び
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
漁
業
に
あ
っ
て
は
、
組
合
員

行
使
権
者
が
営
む
当
該
組
合
員
行
使
権
の
内
容
た
る
当
該
漁
業
を
除

く
。
）
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

 
 （

新
設
） 

 

（
新
設
） 

  

二
～
六 

（
略
） 

 

七 

刺
し
網
漁
業 

海
面
に
お
い
て
刺
し
網
に
よ
り
行
う
漁
業
（
次
号

に
掲
げ
る
固
定
式
刺
し
網
漁
業
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
げ
ん
し
き

網
漁
業
を
除
く
。
） 

八
～
九 
（
略
） 

十 

敷
網
漁
業 

海
面
に
お
い
て
敷
網
に
よ
り
行
う
漁
業
（
第
十
二
号
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改 

正 

案 

現 

行 

号
に
掲
げ
る
あ
ん
こ
う
網
漁
業
を
除
く
。
） 

十
三
～
十
四 

（
略
） 

十
五 
小
型
い
か
つ
り
漁
業 

海
面
に
お
い
て
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以

上
三
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
し
て
釣
り
（
い
か
を
と
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
行
う
漁
業 

十
六 

し
い
ら
づ
け
漁
業 

海
面
に
お
い
て
し
い
ら
づ
け
に
よ
り
行

う
漁
業
（
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
四
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
し

て
ま
き
網
に
よ
り
行
う
漁
業
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
小
型
ま
き
網

漁
業
を
除
く
。
） 

十
七
～
二
十
五 

（
略
） 

２ 

前
項
の
許
可
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
漁
業
又
は
前
項
第
四
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
漁
業
に

あ
っ
て
は
当
該
漁
業
ご
と
及
び
船
舶
等
ご
と
に
、
そ
の
他
の
漁
業
に
あ

っ
て
は
当
該
漁
業
ご
と
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
許
可
又
は
起
業
の
認
可
の
申
請
） 

第
八
条 

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
五
十

七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
漁
業
又
は
第
四
条
第
一
項

第
四
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
漁
業
に
あ
っ
て
は
当
該
漁

業
ご
と
及
び
船
舶
等
ご
と
に
、
そ
の
他
の
漁
業
に
あ
っ
て
は
当
該
漁
業

ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

に
掲
げ
る
あ
ん
こ
う
網
漁
業
を
除
く
。
） 

十
一
～
十
二 

（
略
） 

十
三 

小
型
い
か
つ
り
漁
業 

海
面
に
お
い
て
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以

上
三
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
し
て
釣
り
（
い
か
を
と
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
）
に
よ
り
行
う
漁
業 

十
四 

し
い
ら
づ
け
漁
業 

海
面
に
お
い
て
し
い
ら
づ
け
に
よ
り
行

う
漁
業
（
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
四
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
し

て
ま
き
網
に
よ
り
行
う
漁
業
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
小
型
ま
き
網

漁
業
を
除
く
。
） 

十
五
～
二
十
三 

（
略
） 

 

２ 

前
項
の
許
可
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
漁
業
又
は
前
項
第
二
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
漁
業
に
あ

っ
て
は
当
該
漁
業
ご
と
及
び
船
舶
等
ご
と
に
、
そ
の
他
の
漁
業
に
あ
っ

て
は
当
該
漁
業
ご
と
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
許
可
又
は
起
業
の
認
可
の
申
請
） 

第
八
条 

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
五
十

七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
漁
業
又
は
第
四
条
第
一
項

第
二
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
漁
業
に
あ
っ
て
は
当
該
漁
業

ご
と
及
び
船
舶
等
ご
と
に
、
そ
の
他
の
漁
業
に
あ
っ
て
は
当
該
漁
業
ご

と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 
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改 

正 

案 

現 

行 

 
一
～
六 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

 

（
許
可
の
有
効
期
間
） 

第
十
五
条 

許
可
の
有
効
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条

第
一
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
っ
て
許
可
を
し
た
場
合
は
、

従
前
の
許
可
の
残
存
期
間
と
す
る
。 

一 

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
漁
業
及
び

第
四
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
漁
業 

〇
五
年 

二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
） 

第
二
十
一
条 

許
可
を
受
け
た
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
許

可
漁
業
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
期
限
ま
で

に
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

知
事
許
可
漁
業
の
種
類

 

期 

限 

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
、
瀬
戸
内
海

機
船
船
び
き
網
漁
業
及
び
中
型
ま
き
網

翌
月
の
末
日
ま
で 

一
～
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
許
可
の
有
効
期
間
） 

第
十
五
条 

許
可
の
有
効
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条

第
一
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
っ
て
許
可
を
し
た
場
合
は
、

従
前
の
許
可
の
残
存
期
間
と
す
る
。 

一 

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
漁
業
及
び

第
四
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
漁
業 

〇
五
年 

二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
） 

第
二
十
一
条 

許
可
を
受
け
た
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
許

可
漁
業
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
期
限
ま
で

に
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

知
事
許
可
漁
業
の
種
類

 

期 

限 
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
、
瀬
戸
内
海

機
船
船
び
き
網
漁
業
及
び
中
型
ま
き
網

翌
月
の
末
日
ま
で 
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改 

正 

案 

現 

行 

漁
業 

う
な
ぎ
稚
魚
漁
業 

翌
月
の
十
日
ま
で 

あ
わ
び
漁
業
、
な
ま
こ
漁
業
、
お
ち
の

り
網
漁
業
、
底
び
き
網
漁
業
、
ご
ち
網

漁
業
、
機
船
船
び
き
網
漁
業
、
小
型
ま

き
網
漁
業
、
刺
し
網
漁
業
、
固
定
式
刺

し
網
漁
業
、
げ
ん
し
き
網
漁
業
、
敷
網

漁
業
、
集
魚
灯
利
用
す
く
い
網
漁
業
、

あ
ん
こ
う
網
漁
業
、
小
型
い
か
つ
り
漁

業
、
し
い
ら
づ
け
漁
業
、
空
釣
な
わ
漁

業
、
延
な
わ
漁
業
、
か
ご
漁
業
、
た
こ
つ

ぼ
漁
業
、
潜
水
器
漁
業
、
地
び
き
網
漁

業
、
小
型
定
置
網
漁
業
、
建
干
網
漁
業

及
び
簡
易
潜
水
器
漁
業 

毎
年
の
漁
業
時
期
終
了

の
翌
月
末
日
ま
で 

２ 

（
略
） 

 

第
三
十
八
条 

何
人
も
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
水
産
動
物
を
、
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
中
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
採

捕
し
て
は
な
ら
な
い
。 

水

産

動

物 

禁

止

期

間 

禁

止

区

域 

一
～
十
一
（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

漁
業 

う
な
ぎ
稚
魚
漁
業 

翌
月
の
十
日
ま
で 

お
ち
の
り
網
漁
業
、
底
び
き
網
漁
業
、

ご
ち
網
漁
業
、
機
船
船
び
き
網
漁
業
、

小
型
ま
き
網
漁
業
、
刺
し
網
漁
業
、
固

定
式
刺
し
網
漁
業
、
げ
ん
し
き
網
漁
業
、

敷
網
漁
業
、
集
魚
灯
利
用
す
く
い
網
漁

業
、
あ
ん
こ
う
網
漁
業
、
小
型
い
か
つ

り
漁
業
、
し
い
ら
づ
け
漁
業
、
空
釣
な

わ
漁
業
、
延
な
わ
漁
業
、
か
ご
漁
業
、
た

こ
つ
ぼ
漁
業
、
潜
水
器
漁
業
、
地
び
き

網
漁
業
、
小
型
定
置
網
漁
業
、
建
干
網

漁
業
及
び
簡
易
潜
水
器
漁
業 

 

毎
年
の
漁
業
時
期
終
了

の
翌
月
末
日
ま
で 

２ 

（
略
） 

 
 第

三
十
八
条 

何
人
も
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
水
産
動
物
を
、
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
中
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
採

捕
し
て
は
な
ら
な
い
。 

水

産

動

物 

禁

止

期

間 

禁

止

区

域 
一
～
十
一
（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 
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改 

正 

案 

現 

行 

（
削
る
） 

   

（
削
る
） 

（
削
る
） 

十
二
～
二
十
一
（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
削
る
） 

  

（
削
る
） 

（
削
る
） 

二
十
二
～
三
十
六 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

２ 

第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
う
な
ぎ
稚
魚
漁
業
の
許
可
に
基

づ
い
て
採
捕
す
る
場
合
又
は
内
水
面
に
お
い
て
区
画
漁
業
を
内
容
と

す
る
漁
業
権
若
し
く
は
こ
れ
に
係
る
組
合
員
行
使
権
に
基
づ
い
て
採

捕
す
る
場
合
は
、
前
項
の
表
の
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
二
十
二
号
か

ら
第
三
十
六
号
ま
で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

３ 

（
略
） 

 

十
二 

あ
わ
び
（
殻
長

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の

に
限
る
。
） 

十
一
月
一
日
か

ら
十
二
月
二
十

日
ま
で 

海
面 

十
三
～
二
十
二
（
略
） 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

二
十
三 

な
ま
こ 

 

四
月
一
日
か
ら

九
月
三
十
日
ま

で 

海
面 

二
十
四
～
三
十
八 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

２ 

第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
う
な
ぎ
稚
魚
漁
業
の
許
可
に
基

づ
い
て
採
捕
す
る
場
合
又
は
内
水
面
に
お
い
て
区
画
漁
業
を
内
容
と

す
る
漁
業
権
若
し
く
は
こ
れ
に
係
る
組
合
員
行
使
権
に
基
づ
い
て
採

捕
す
る
場
合
は
、
前
項
の
表
の
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
二
十
四
号
か

ら
第
三
十
八
号
ま
で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

３ 

（
略
） 
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単位：万ｍ
3

小呂南西 烏帽子北 小呂南東 長間礁北 栗ノ上 栗ノ上西 宗像 柏原 岩屋 白島 白島西 遠賀沖 小　計

唐津湾海区砂 0 同意 6.00 6.00 12.00 12.00
採取協同組合 計画 6.00 6.00 12.00 12.00
博多海砂採取 0 同意 17.00 17.00 13.00 16.00 13.00 16.00 17.00 109.00 109.00
協業組合 計画 10.00 7.50 4.50 9.50 7.00 9.00 12.50 60.00 60.00
玄洋海砂採取 0 同意 0.80 2.00 7.20 10.00 10.00
販売協同組合 計画 0.72 1.80 6.48 9.00 9.00
北九州砂採取 0 同意 0.93 0.93 22.50 22.50 3.73 50.59 50.59
販売協同組合 計画 0.93 0.93 21.00 21.00 3.73 47.59 47.59

0 同意 23.00 23.00 13.00 16.00 13.00 16.00 17.00 1.73 2.93 22.50 22.50 10.93 181.59 181.59
計画 16.00 13.50 4.50 9.50 7.00 9.00 12.50 1.65 2.73 21.00 21.00 10.21 128.59 128.59

単位：万ｍ
3

小呂南西 烏帽子北 小呂南東 長間礁北 栗ノ上 栗ノ上西 宗像 柏原 岩屋 白島 白島西 遠賀沖 小　計

唐津湾海区砂 0 同意 6.00 6.00 12.00 12.00
採取協同組合 計画 6.00 6.00 12.00 12.00
博多海砂採取 0 同意 17.00 17.00 13.00 16.00 13.00 16.00 17.00 109.00 109.00
協業組合 計画 10.80 8.05 4.50 10.25 7.00 10.10 13.30 64.00 64.00
玄洋海砂採取 0 同意 0.80 2.00 7.20 10.00 10.00
販売協同組合 計画 0.72 1.80 6.48 9.00 9.00
北九州砂採取 0 同意 0.93 0.93 22.50 22.50 3.73 50.59 50.59
販売協同組合 計画 0.93 0.93 21.00 21.00 3.73 47.59 47.59

0 同意 23.00 23.00 13.00 16.00 13.00 16.00 17.00 1.73 2.93 22.50 22.50 10.93 181.59 181.59
計画 16.80 14.05 4.50 10.25 7.00 10.10 13.30 1.65 2.73 21.00 21.00 10.21 132.59 132.59

合　　計数量
種別

令和５年上期土石採取計画変更について

　変更前（Ｒ５上期当初）

　　　　　採取場所
　業者

漁業権
漁場内

漁 業 権 漁 場 外

合　　計数量
種別

合計

合計

変更後

　　　　　採取場所
　業者

漁業権
漁場内

漁 業 権 漁 場 外

146
182.5 157.3 127.03 133.83 132.60 127.00 134.5 130.3 131.03 133.59

158

166
142.2 

127.06 138.40 133.05 127.00 124.0 125.7 128.59 129.59

(304.00 )

(348.50 )

(299.50 )

(254.09 )
(272.23 ) (265.65 ) (254.00 ) (258.50 ) (256.00 ) (259.62 ) (263.18 )

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

認
可
数
量
（
万
㎥
）

年

土石採取認可数量の推移(過去10年間)

下期 上期
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令和５年上期土石採取計画変更に係る関係漁業協同組合の同意状況

糸島地区 宗像地区

新宮相島漁協 宗像漁協 遠賀漁協 ひびき灘漁協 北九市漁協 ひびき灘漁協

福岡市漁協
博多湾漁業権管

理委員会
新宮相島漁協 宗像漁協

小呂南西 ● ● ○ ●

烏帽子北 ● ● ●

小呂南東 ● ● 〇 ●

長間礁北 ● ● 〇 ●

栗ノ上 ● ● 〇 ● ●

栗ノ上西 ● ● 〇 ● ●

宗像 ● ●

北九州地区

筑共第14号漁業権管理委員会 響灘9ケ浦漁業代表者協議会

採取区域申請者

同意書の添付（漁協・支所による同意書は●、漁業権管理委員会等の同意書は〇）

福岡・粕屋地区

博多海砂採取協業組合

遠賀地区

〇

福岡市漁協

糸島漁協
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潜水器漁業の新規着業について 
 
 
１．申請者 
  北九州市漁業協同組合平松支所 組合員１名 
 
２．許可枠 
  潜水器漁業許可方針１（１）のうち、北九州地区（旧平松）に定める許可

枠の範囲内での申請となっている。 
許可枠     ５隻 

    現許可数    ５隻 
    廃業     △１隻 
    今回申請    １隻 
    合計      ５隻 
 
３．漁業を営む者の資格 
  潜水器漁業許可方針１（４）に定める内容について満たしている。 
 

-1-

資　　料　　４
（２２期１６回筑前漁調委）

（令和５年４月１８日）



潜水器漁業許可方針 
                                                             

１ 制限措置に関する事項 

（１）許可枠及び住所要件 

次表のとおり区域ごとに許可する船舶等の数の上限を設ける。漁業許可は次表に掲

げる住所を有する者（漁業協同組合に加入している者については、その漁業協同組合

の住所に読み替えるものとする。）に対して行うこととする。 

区域名 
許可する船舶

等の数の上限 
住所要件 

北九州地区 

（旧脇之浦） 
１９ 北九州市若松区 

北九州地区 

（旧平松） 
５ 北九州市小倉北区 

北九州地区 

（旧長浜） 
５ 北九州市小倉北区 

北九州地区 

（旧若松（旧戸畑含む）） 
２ 北九州市若松区 

北九州地区 

（旧大里） 
３ 北九州市門司区 

北九州地区 

（旧旧門司） 
２ 北九州市門司区 

ひびき灘地区 

（旧藍島） 
３４ 北九州市小倉北区 

ひびき灘地区 

（旧岩屋（組合自営）） 
２ 北九州市若松区 

ひびき灘地区 

（旧脇田（組合自営）） 
２ 北九州市若松区 

糸島地区 

（旧野北（組合自営）） 
２ 糸島市 

 

 （２）操業区域 

   筑前海区海面 

  

 （３）漁業時期 

    別表のとおり 

 

 （４）漁業を営む者の資格 

  ・当該地区漁業権管理委員会の同意のある者 

  ・潜水夫は、申請者本人又は同一家族の者若しくは同一漁業協同組合員で、潜水士 

   免許の資格を有する者 

 

２ 潜水夫の人数制限（組合経営の場合は適用しない。） 

  許可船１隻当たりの潜水夫の人数は最高２名までとする。 
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３ 許可の有効期間 

  ５年又は一斉更新までの残存期間とする。ただし、漁業違反が多発する場合等、漁業

調整のため必要な限度において、筑前海区漁業調整委員会の意見を聴いて、５年より短

い期間を定めることがある。 

 

４ 条件 

  別表のとおり 

 

５ 申請書の添付書類等 

（１）個人経営の場合 

     ① 申請一覧表 

   ② 従事者名簿（様式１） 

   ③ 本人及び従事者全員の住民票 

   ④ 潜水夫の写真２枚（上半身 縦３５mm、横２５mm） 

   ⑤ 潜水士免許保有の証明（免許証の写し） 

    ※なお、令和２年１１月３０日現在において当該許可を受けている者のうち、潜

水夫が潜水士免許を有しない場合は、⑤に替えて次の書類の提出でよいことと

するが、当該取り扱いはその許可名義人１代限りとする。 

    ・潜水士免許試験受験準備講習会の受講修了証の写し 

    ・潜水作業（縄取り）特別講習会の受講修了証の写し 

   ⑥ 操業関係地区の漁業権管理委員会の同意書 

（２）漁業協同組合経営の場合 

    上記（１）の他、次に掲げる書類を提出すること 

   ⑦ 漁業協同組合の定款 

   ⑧ 水産業協同組合法第１７条の要件を満たすことを証する書面 

 

６ 新規着業者及び水揚げ実績の無い者に対する措置 

  新規着業者及び水揚げ実績の無い者に対する許可については、筑前海区漁業調整委員

会と協議の上、許可の適否を決定する。 

 

７ 資源管理の状況等の報告 

許可を受けた者は、別途示す様式により毎年の漁業時期終了の翌月末日までに報告す

ること。 

 

附 則 

 この許可方針は令和２年１２月１日から施行する。 

  附 則 

 この許可方針は令和３年９月２９日から施行する。 

（別表の条件のうち、藍島支所、長浜支所の区域拡大、筑共第 16,19,20 号関係漁協･

支所の区域表記変更、除外区域の包含） 

 

（別表・様式略） 
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第２２期第２回福岡県連合海区漁業調整委員会次第 

 

１ 日 時  令和５年３月７日（火） １４時００分から 
 

２ 場 所   海区漁業調整委員会室 

福岡市博多区東公園７－７ 

電話 ０９２－６４３－３５５７ 
 

３ 議 題 

 （１）福岡県資源管理方針の一部改正について（諮問）   

                               資料１ 

 （２）個人情報保護法改正に伴う関係規程の整備について（協議） 

                               資料２ 

 （３）海区漁業調整委員会公聴会規程の一部改正について（協議） 

                               資料３ 

 （４）その他 

 

 

４ 追 加 議 題 

 （１）海区漁業調整委員会事務局の設置等に関する規則の一部改正につい 

   て（協議）                                            追加資料１ 
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資　　料　　６
（２２期１６回筑前漁調委）

（令和５年４月１８日）



 

福岡県資源管理方針の一部改正について（諮問） 

 

【概要】 

・令和２年 12 月１日に漁業法(昭和 24 年法律第 267 号)が改正され、本県では

法第 14 条第１項の規定に基づき「福岡県資源管理方針」を策定。 

・現行の福岡県資源管理方針では、特定水産資源以外の水産資源について、最

新の資源評価及び漁獲シナリオにより導かれる漁獲圧力の管理を適切に行う

ために、必要と考えられる資源管理の手法による管理を組み合わせて資源管

理を行うものと定められている。 

・今回、特定水産資源以外の水産資源で、福岡県資源管理指針に記載されてい

る９種及び、研究所により科学的なデータが蓄積されている４種について、

具体的な資源管理方針を別紙に追加。 

  

【資源管理方針（別紙）に追加された魚種】 

〇資源管理指針に記載されている魚種 ９種類 

 まだい、とらふぐ、けんさきいか、こういか、あわび、はまぐり、まだこ、

さわら（豊前）、がざみ(有明海) 

〇研究所により科学的なデータが蓄積されている魚種 ４種 

ぶり、ひらめ、さわら（筑前）、はも(豊前海) 
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個人情報保護法※改正に伴う関係規程の整備について 

 

１．個人情報保護法の改正について 

 これまでの個人情報保護法制は、国においては、国の行政機関、独立行政法人等、

民間事業者のそれぞれを対象とした個人情報保護法が整備され、地方公共団体におい

ては、各自治体で個人情報保護条例が制定されていた。 
 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第

３７号）」により、３つの個人情報保護法が統合されるとともに、地方公共団体の個

人情報保護制度についても、統合後の個人情報保護法に基づき、令和５年４月１日か

ら全国的な共通ルールが適用されることとなった。 
 
イメージ図 

 
 
 
２．関係規程の整備 

①福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例（Ｒ５．４．１施行） 
令和４年１２月議会において可決成立（福岡県個人情報保護条例は今年度末で廃止） 

 →海区漁業調整委員会（内水面漁場管理委員会）は、条例における実施機関※と規

定されているため、委員会での手続き等は不要。 
 
②海区漁業調整委員会における個人情報の保護に関する法律施行規程 

③海区漁業調整委員会が保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程 

  →知事の例によると規定する必要あり（今回協議）。 
 
※個人情報保護法 正式名称は「個人情報の保護に関する法律」 
※実施機関 県の機関（知事、公営企業の管理者、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員

会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業
調整委員会及び内水面漁場管理委員会をいう。）及び県が設立した地方独立行
政法人（福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例第２条） 
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海区漁業調整委員会公聴会規程（新旧対照表） 

現   行 改  正  後（案） 

海区漁業調整委員会公聴会規程  

 

第１条～第１２条  （略） 

 

（公聴会の記録） 

第１３条 公聴会においては、その経過について次に掲げる事項を記録し、会長

が署名押印する。 

（略） 

 

第１４条  （略） 

 

附 則 

（施行期日） 

１～３  （略） 

 

海区漁業調整委員会公聴会規程     

 

第１条～第１２条  （略） 

 

（公聴会の記録） 

第１３条 公聴会においては、その経過について次に掲げる事項を記録し、会長

が署名又は記名押印する。 

 （略） 

 

第１４条  （略） 

 

附 則 

（施行期日） 

１～３  （略） 

４ この告示は、令和５年３月  日（公報登載日）から施行する。 

 

 

-4-



海区漁業調整委員会事務局の設置等に関する規則（抜粋） 
 

筑前海区漁業調整委員会          
福岡県有明海区漁業調整委員会 規則第１号 
福岡県豊前海区漁業調整委員会       

 
（書記の設置） 
第４条 事務局に書記を置く。 
２ 委員会の事務処理上必要があると認めるときは、書記を市町村に駐在させることが

できる。 
（書記の職） 
第５条 書記の職として、次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表

下欄に掲げるとおりとする。 
事務局長 
 
 

委員会の会長(以下「会長」という。)の命

を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員

を指揮監督する。 
主幹（新設） 上司の命を受け、事務局の事務を処理する

とともに、培われた知識、技術、経験を活

かし、事務局長を補佐する。 

企画主査 
 

上司の命を受け、事務局長を補佐し、調査、

計画立案等の事務を処理する。 
指導主査（新設） 上司の命を受け、事務を処理するととも

に、培われた知識、技術、経験を活かし職

員を指導する。 

事務主査 上司の命を受け、事務を処理する。 
技術主査 上司の命を受け、技術を処理する。 
主任主事 上司の命に従い、複雑な事務に従事する。 
主事 上司の命に従い、事務に従事する。 
主任技師 上司の命に従い、複雑な技術に従事する。 
技師 上司の命に従い、技術に従事する。 
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